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場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １４名 

       １番 野村 剛志      ２番 管野英美子 

       ３番 永谷 幸弘      ４番 橋本 謙司 

       ５番 井川 佳子      ６番 高橋 充德 

       ７番 岩城 重義      ８番 小寺 正人 

       ９番 永並  啓     １０番 竹谷  勝 

      １１番 福岡 邦彬     １２番 高尾 靖子 

      １３番 西岡 義克     １４番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  田中 龍一      副 町 長  中井 勝次 

教 育 長  石塚 謙二      総 務 部 長  内田  敬 

生活福祉部長  木田 正裕      建設環境部長  石田  望 

上下水道部長  高  秀雄      教 育 次 長  今中 泰行 

消 防 長  西本 好美      会 計 管 理 者  川上 和博 
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議 事 日 程 

平成２５年１２月２日（月）午後１時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 第 ８号報告 専決処分の報告の件（和解及び損害賠償額の 
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日程第 ４ 第５３号議案 豊能町附属機関に関する条例制定の件 

日程第 ５ 第５４号議案 豊能町暴力団排除条例制定の件 

日程第 ６ 第５５号議案 豊能町子ども・子育て審議会条例制定の件 

日程第 ７ 第５６号議案 豊能町報酬及び費用弁償条例改正の件 

日程第 ８ 第５７号議案 豊能町災害弔慰金の支給等に関する条例改正 
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開会 午後１時００分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成２５

年第７回豊能町議会定例会を開会いたしま

す。 

  定例会に当たりまして、町長より発言を

求められていますので、これを許します。 

  田中龍一町長。 

○町長（田中龍一君） 

  皆様、こんにちは。 

  平成２５年第７回豊能町議会定例会に当

たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

  １２月に入りましたが、本日は気候も穏

やかで、豊能町のモミジも非常に色づいて、

すばらしい景色を私たちに見せていただい

ております。本日は、議員の皆様には全員

御出席いただきまして本当にありがとうご

ざいます。 

  さて、今回提案させていただいておりま

す案件につきましては、条例制定が３件、

条例改正が４件、報告が１件、補正予算が

４件、その他２件の合計１４件でございま

す。どうか議員の皆様におかれましては慎

重に御審議賜り、御承認、御決定賜ります

ようお願いを申し上げまして、まことに簡

単ではございますけれども開会に当たりま

しての御挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  お諮りいたします。 

  議会広報特別委員会より、今会期中にお

ける写真撮影の申し出があります。 

  申し出どおり写真撮影を許可することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、今会期中、写真撮影を許可いた

します。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２０条の規定により、５番・井川佳子

議員及び６番・高橋充德議員を指名いたし

ます。 

  日程第２「会期の決定について」を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から１２月１６

日までの１５日間としたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日から１２月１６日

までの１５日間と決定いたしました。 

  日程第３「第８号報告 専決処分の報告

の件」の説明を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  第８号報告、専決処分の報告の件につい

て、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より次のとおり専決処分にしたので、同条

第２項の規定により報告するものでありま

す。 

  専決日は、専決第１１号、平成２５年１

１月７日であります。 

  相手方は、豊能町光風台１丁目１０番地

の１８、山内栄里子さんであります。 

  事故の概要は、平成２４年１月２０日、

午後８時３０分頃、光風台２丁目１１番地

地先の歩道上において相手方が歩行中、町

が管理している街路樹の切株につまずき転
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倒し、負傷したものであります。 

  和解の内容は、町の過失割合を６０％と

し、相手方の負担した治療費及び治療に係

る交通費並びに本件に係る慰謝料のうち１

万4,２０２円を損害賠償金として相手方に

支払うものであります。 

  今後、このようなことがないように、街

路樹等の管理には気をつけてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第４「第５３号議案 豊能町附属機

関に関する条例制定の件」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５３号議案、豊能町附属機関に関する

条例制定の件について御説明申し上げます。 

  本件は、町が設置する調査審議等のため

の組織について、地方自治法第１３８条の

４第３項の規定に基づく附属機関として位

置付けを明確化し、併せて、他の附属機関

についても見直し及び整理を行うものでご

ざいます。 

  条例の概要をごらんいただきたいと存じ

ます。 

  新たにこの条例に規定する附属機関は、

町長の附属機関として入札等監視委員会等

八つの組織、教育委員会の附属機関として

小・中学校通学区域審議会、町長及び教育

委員会の附属機関として指定管理者選定委

員会でございます。これらは全国の自治体

においても、これまで、規則や要綱等で設

置しておりましたが、昨今の他団体の動向

を鑑み、町の組織についても見直しを行い、

位置付けの明確化を図るものでございます。 

  また、既存の建設審議会と農業労働力調

整協議会については、既に役割を終えた、

もしくは機能を失っており、これを機に条

例を廃止するものでございます。 

  なお、この条例は公布の日から施行し、

経過措置として、現に委員の職にある者は、

この条例の規定により設置された附属機関

の委員として委嘱又は任命されたものとみ

なすことといたします。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第５「第５４号議案 豊能町暴力団

排除条例制定の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５４号議案、豊能町暴力団排除条例制

定の件について御説明申し上げます。 

  本件は、豊能町における暴力団の排除に

関し、基本理念を定め、町、町民及び事業

者の責務を明らかにするとともに、社会全

体で暴力団の排除を推進し、もって町民の

生活の安全を確保するとともに、社会経済

活動を健全に発展させるため、条例を制定

するものでございます。 

  条例の概要としましては、まず第３条か

ら第６条で基本事項を定めております。暴

力団を恐れないこと、暴力団を利用しない

ことといったことを基本として、大阪府や

他の市町村、町民及び事業者が連携を図り

ながら社会全体で暴力団を排除していくこ

ととし、そのための町の責務、町民及び事

業者の責務、町民及び事業者に対する支援

について定めるものでございます。 

  また、第７条からは、町の公共事業等か

らの暴力団の排除に関する事項を定めてお

ります。暴力団員または暴力団密接関係者

に該当すると認められる者に対し、町の公

共事業等に係る入札参加資格を与えない、
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入札に参加させない、契約を解除するとい

った措置を講じることといたします。さら

に、契約相手方や下請負人が暴力団員等か

ら不当な要求等を受けたときは町に報告さ

せ、報告をしなかった場合、指導や勧告、

公表といった措置をとることとしておりま

す。 

  第１０条から第１２条では、暴力団の利

益になると認めるときは公の施設の利用を

許可しないなど、公の施設や町の事務・事

業からの暴力団の排除を図るとともに、青

少年が暴力団に加入せず、暴力団員による

犯罪の被害を受けないための指導や啓発が

学校や地域等で行われるよう、必要な支援

を行うこととしております。 

  なお、この条例は平成２６年４月１日か

ら施行いたします。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御決定賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第６「第５５号議案 豊能町子ど

も・子育て審議会条例制定の件」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  それでは、第５５号議案、豊能町子ど

も・子育て審議会条例制定の件について御

説明申し上げます。 

  提案の理由でございますが、子ども・子

育て支援法第７７条第１項の規定に基づき、

子ども・子育て支援に関する施策について

の審議会を設置し、同条第３項の規定に基

づき、審議会の組織及び運営に関し必要な

事項について定めるものでございます。 

  条例の概要のほうをごらん願います。 

  まず、第２条でございますが、これは豊

能町子ども・子育て審議会の組織について

定めております。審議会の構成は、委員の

人数１０人以内、それから委員の選出でご

ざいますが、学識経験者、医療関係者、社

会福祉関係者、それから教育、保育関係者、

それから事業者、それから子育て支援関係

者、保護者の中から選出をすることとして

おります。任期については２年間としてお

りまして、再任されることもできるとして

おります。 

  それから、第３条及び第４条でございま

すが、会議の運営について定めておりまし

て、会長と副会長を委員の互選で選出する

こと、会議は委員の過半数の出席をもって

成立すること、議事は出席した委員の過半

数で決することを定めております。 

  第５条でございます。関係者の出席等に

ついて、会長が必要と認めれば関係者の出

席を求め、意見を聞き、必要な資料の提出

を求めることができることを定めるもので

ございます。 

  施行期日でございますが、この条例は公

布の日から施行するものとしております。 

  説明は以上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第７「第５６号議案 豊能町報酬及

び費用弁償条例改正の件」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５６号議案、豊能町報酬及び費用弁償

条例改正の件について御説明申し上げます。 

  本件は、先ほど御説明申し上げました第

５３号議案、附属機関に関する条例及び第

５５号議案、子ども・子育て審議会条例に

おいて規定する委員の報酬について定める

ものでございます。 

  改正の内容としましては、新たに条例に
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規定する委員として、先ほどの附属機関に

関する条例で位置付けることとなった附属

機関の委員及び子ども・子育て審議会の委

員の報酬について定めるとともに、廃止す

る附属機関の委員を削除し、あわせて配列

を見直すものでございます。 

  報酬の額については、規則で定めており

ました額を引き継ぎ、額の改定はございま

せん。 

  なお、この条例は公布の日から施行する

ものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御決定賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第８「第５７号議案 豊能町災害弔

慰金の支給等に関する条例改正の件」を議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５７号議案、豊能町災害弔慰金の支給

等に関する条例改正の件について御説明申

し上げます。 

  本件は、災害弔慰金の支給等に関する法

律の一部改正に伴い、災害弔慰金を支給す

る遺族の範囲を変更するとともに、規定の

整備を行うものでございます。 

  改正の内容につきましては、第４条第１

項に規定する、災害弔慰金を支給する遺族

の範囲を見直し、死亡者に係る配偶者、子、

父母、孫又は祖父母のいずれかがいない場

合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄

弟姉妹に対し災害弔慰金を支給することと

するもので、その他につきましては、条例

中の文言の整理等を行うものでございます。 

  なお、この条例は公布の日から施行する

ものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御決定賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第９「第５８号議案 豊能町個別排

水処理施設設置及び管理条例等改正の件」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５８号議案、豊能町個別排水処理施設

設置及び管理条例等改正の件について御説

明申し上げます。 

  本件は、地方税法の一部を改正する法律

による地方税法の延滞金の割合に関する規

定の改正内容に準じ、個別排水処理施設設

置に係る分担金、町営住宅の家賃及び都市

計画下水道事業受益者負担金のそれぞれの

延滞金の割合を引き下げるものでございま

す。 

  条例の概要をごらん願います。 

  現在、個別排水処理施設設置に係る分担

金の延滞金は、納付期日の翌日から納付の

日までの日数に応じ、年１4.６％の割合、

また、町営住宅の家賃に係る延滞金の割合

につきましては、納付期日の翌日から１カ

月間は7.３％、１カ月経過後は１4.６％の

割合と定めております。これを、今回の改

正により、分担金の延滞金につきましては、

本則において7.３％の期間及び端数処理に

係る規定を設け、それぞれ附則において延

滞金の割合の特例として、貸出約定平均金

利に１％を加えた特定基準割合に7.３％を

加算した割合、１カ月以内は特定基準割合

に１％を加算した割合とするものでござい

ます。 

  都市計画下水道事業受益者負担金の延滞

金については、都市計画法の規定により、

年１4.５％の割合と定めているところ、今

回の改正により、本則において7.２５％の
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期間及び端数処理に係る規定を設け、附則

における特例として、特例基準割合に7.２

５％を加算した割合、１カ月以内は特例基

準割合に１％を加算した割合とするもので

ございます。 

  また、今回の改正にあわせて条例の文言

の整理を行います。 

  なお、附則といたしまして、それぞれの

条例の施行期日は平成２６年１月１日とし、

経過措置として、この規定は施行日以後の

期間に対応する延滞金について適用するこ

ととするものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御決定賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１０「第５９号議案 豊能町立自

転車駐車場条例等改正の件」を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５９号議案、豊能町立自転車駐車場条

例等改正の件について御説明申し上げます。 

  今回の改正は、消費税率及び地方消費税

率の５％から８％への引き上げに伴い、条

例の消費税率相当の記載箇所を改正するも

のでございます。 

  条例の概要のほうをごらん願います。 

  最初に、豊能町立自転車駐車場条例につ

きましては、消費税相当額を加算する規定

について、別表第２に定める使用料を総額

表示に変更することから、削除し、また、

別表第２の使用料の額については、８％の

消費税相当額を含めた総額表示に改めるも

のでございます。 

  なお、一時預かりにつきましてはコイン

パーキングで徴収することから、１００円

単位に据え置くこととしております。 

  次に、下水道条例につきましては、下水

道使用料について、現行の消費税５％から

８％に改正するものでございます。 

  次に、水道事業給水条例につきましては、

水道料金、口径別納付金及び設計手数料の

消費税を５％から８％に改正し、従前の簡

易水道事業又は特設水道に係る区域の口径

別納付金については内税表示による規定を

していたところ、外税表示に改めるもので

ございます。 

  次に、町立学校等屋内運動場及び施設設

備の使用に関する条例につきましては、消

費税相当額について５％から８％に改める

とともに、題名の改正を行うものでござい

ます。 

  最後に、附則でございますが、条例の施

行期日は平成２６年４月１日からといたし

ます。また、経過措置としまして、豊能町

下水道条例及び豊能町水道事業給水条例と

も、従前の率を適用する場合の規定を設け

ます。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御決定賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１１「第６０号議案 指定管理者

の指定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  第６０号議案、指定管理者の指定につい

て、御説明申し上げます。 

  豊能町立高山コミュニティセンターにつ

いて、地方自治法第２４４条の２第３項の

規定により、管理を行わせるものを指定し

たいので、同条第６項の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。 

  施設名は、豊能町立高山コミュニティセ

ンター。 
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  指定管理者は、京都府京田辺市甘南備台

１丁目１番３号、株式会社ツバキサポート

センター、代表取締役、椿本茂也氏でござ

います。 

  指定期間は、平成２６年４月１日から平

成２９年３月３１日までの３年間でござい

ます。 

  以上でございます。御審議いただき御決

定賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１２「第６１号議案 豊能町農地

及び農業用施設災害復旧事業の施行につい

て」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  第６１号議案、豊能町農地及び農業用施

設災害復旧事業の施行について、御説明申

し上げます。 

  土地改良法第９６条の４第１項において

読み替えて準用する同法第８８条第１項の

規定により、豊能町営土地改良事業を施行

することについて、議会の議決を求めるも

のでございます。 

  提案理由は、平成２５年９月１５日から

１６日までの台風１８号集中豪雨により被

災した農地及び農業用施設の応急工事計画

について、土地改良法第９６条の４第１項

において読み替えて準用する同法第８８条

第１項の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

  事業名は、平成２５年９月１５日から同

月１６日までの台風１８号集中豪雨による

災害復旧事業でございます。 

  総事業費は、7,３１３万円でございます。 

  事業施行場所は、豊能町切畑６８１番地

１他５１件で、農地３２件、水路１２件、

道路８件でございます。 

  事業期間は、平成２５年１２月から平成

２６年１２月まででございます。 

  事業内容は、平成２５年９月１５日から

同月１６日までの台風１８号集中豪雨によ

り被災した農地（畦畔を含む。）等の復旧

を行い、従前の効用を回復するものでござ

います。 

  以上でございます。御審議いただき御決

定を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１３「第６２号議案 平成２５年

度豊能町一般会計補正予算の件」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  それでは、第６２号議案、平成２５年度

豊能町一般会計補正予算の件につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。 

  お手元の補正予算書の１ページをごらん

ください。 

  平成２５年度豊能町一般会計補正予算

（第４回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ２億６１５万4,００

０円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ６５億5,１４４万2,０００円とするも

のです。 

  補正の款項の区分及び補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページから５ページまで

の第１表に記載のとおりでございます。 

  次に、第２条といたしまして、繰越明許

費でございます。６ページをお開き願いま

す。 

  第２表に記載のとおり、子ども・子育て

支援事業計画策定事業及び耕地災害復旧事

業について、年度内に事業を完了すること

が難しいため、翌年度に繰り越すものでご
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ざいます。 

  次に、第３条といたしまして、債務負担

行為の補正でございます。 

  ７ページの第３表に記載のとおり、子育

て支援給付システム構築事業、小学校給食

調理業務委託事業、中学校給食委託事業の

３事業を追加いたします。いずれの事業も

実際の業務は次年度から開始となりますの

で、予算は平成２６年度から計上いたしま

す。 

  次に、第４条といたしまして、地方債の

補正でございます。 

  ８ページの第４表をごらん願います。 

  地方債の追加ですが、公共土木施設災害

復旧事業の財源として地方債を新たに発行

するものでございます。 

  それでは、今回の歳入歳出予算の補正内

容につきまして御説明申し上げます。 

  最初に、歳出について御説明申し上げま

す。 

  １６ページをお開き願います。 

  一般職の人件費につきましては、共済費

の増や人事異動等により、全体で９９６万3,

０００円の増額となっております。 

  以下、人件費を除く部分について御説明

申し上げます。 

  総務費、総務管理費、一般管理費の７・

基金管理事業ですが、前年度繰越金の２分

の１を財政調整基金に積み立てるものでご

ざいます。 

  企画費の３・町政ＰＲ事業ですが、当初

予算で実施しております、ふるさと寄付促

進事業に係る費用を増額するものでござい

ます。 

  自治振興費の４・自治会運営支援事業に

つきましては、希望ヶ丘自治会の施設整備

補助金に係る費用を補正するものでござい

ます。 

  次に、１７ページの徴税費、賦課徴収費

の１・町税課税事業ですが、町税の還付に

伴う償還金を補正するものでございます。 

  次に、１９ページをお開きください。 

  民生費、社会福祉費、社会福祉総務費の

１３・障害児福祉事務事業ですが、平成２

４年度事業費確定に伴う償還金でございま

す。 

  老人福祉費の３・介護保険特別会計事業

勘定繰出金事業ですが、介護保険特別会計

における人件費を繰り出すものでございま

す。 

  後期高齢者医療費の１・後期高齢者医療

特別会計繰出金事業ですが、後期高齢者医

療特別会計の負担金確定に伴い補正するも

のでございます。 

  次の、２・大阪府後期高齢者医療広域連

合負担金事業ですが、広域連合の平成２４

年度事業費の確定に伴う負担金の増でござ

います。 

  次に、２３ページをお開きください。 

  農林水産業費、林業費、林業総務費の

４・野生鹿、猪等農林業被害防止事業です

が、シカ・イノシシの捕獲に伴う報償金を

補正するものでございます。 

  次に、２５ページをお開きください。 

  土木費、道路橋梁費、道路維持費の２・

交通安全施設整備事業ですが、街路灯等の

修繕に係る費用を補正するものでございま

す。 

  河川費、河川維持費の１・河川治水対策

事業ですが、北山川の整備に伴う土地買収

に係る費用を補正するものでございます。 

  次に、２６ページをお開きください。 

  都市計画費、都市計画総務費の３・下水

道事業特別会計繰出金事業ですが、下水道

事業特別会計における人件費を繰り出すも

のでございます。 

  公園費の２・公園・緑地・街路樹等管理

事業ですが、光風台の緑地ののり面補修工
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事に係る費用を補正するものでございます。 

  ２７ページ、教育費、教育総務費、事務

局費の１０・子育て支援環境の充実事業で

すが、府の補助金を活用し、絵本や教材等

を購入するものでございます。 

  次の１１・子ども・子育て審議会運営事

業ですが、子ども・子育て支援法に規定す

る子ども・子育て審議会の費用及び繰越明

許費のところで申し上げました子ども・子

育て支援事業計画策定事業の費用でござい

ます。 

  次に、２９ページをお開き願います。 

  予備費ですが、予備費が不足することが

想定されるため、補正を行うものでござい

ます。 

  次に、３０ページをお開きください。 

  災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、

耕地災害復旧費ですが、第６１号議案で御

説明申し上げましたとおり、農地に係る災

害復旧事業を行うものでございます。 

  公共土木施設災害復旧費、公共土木施設

災害復旧費ですが、町道に係る災害復旧事

業を行うものでございます。 

  歳出の御説明は以上でございます。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。 

  １２ページへお戻りいただきたいと思い

ます。 

  分担金及び負担金、分担金、災害復旧費

分担金ですが、耕地災害復旧事業に係る受

益者分担金でございます。 

  国庫支出金、国庫負担金、災害復旧費国

庫負担金ですが、公共土木施設災害復旧事

業に対して交付されるものでございます。 

  次に、１３ページでございます。 

  府支出金、府負担金、民生費府負担金で

すが、後期高齢者医療保険基盤安定繰入金

の金額確定に伴うものでございます。 

  同じく、土木費府負担金ですが、北山川

の整備に係る土地買収事業に対して交付さ

れるものでございます。 

  府補助金、教育費府補助金の１・地域福

祉・子育て支援交付金ですが、子育て支援

環境の充実事業に対して交付されるもので

ございます。 

  ８・安心こども基金特別対策事業府補助

金ですが、子ども・子育て審議会運営事業

に対して交付されるものでございます。 

  災害復旧費府補助金ですが、耕地災害復

旧事業に対し交付されるものでございます。 

  １４ページをお開きください。 

  繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入

金ですが、今回の補正に係る財源調整でご

ざいます。 

  繰越金、繰越金、繰越金ですが、前年度

からの繰越金の確定に伴うものでございま

す。 

  最後に、町債ですが、地方債補正で御説

明申し上げたとおり、公共土木施設災害復

旧事業債でございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１４「第６３号議案 平成２５年

度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算

の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第６３号議案、平成２５年度

豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）について、提案理由の説明をさ

せていただきます。 

  今回の補正は、７月の保険料本算定の結

果に基づく後期高齢者医療保険料の確定等

により補正を行うものでございます。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,
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９１５万7,０００円を増額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ３億6,１０６万8,００

０円とするものでございます。 

  歳出から説明をいたします。 

  ８ページをお開きください。 

  款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の４６万5,０００円の減額

は、今年度にシステム更新しました機器等

の契約差金でございます。 

  款２・後期高齢者医療広域連合納付金、

項１・後期高齢者医療広域連合納付金、目

１・後期高齢者医療広域連合納付金の2,９

６２万2,０００円は、本算定による保険料

収入の確定並びに保険基盤安定繰入金の確

定などにより増額補正をするものでござい

ます。 

  次に、歳入について説明をいたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  款１・後期高齢者医療保険料、項１・後

期高齢者医療保険料、目２・普通徴収保険

料の2,０２２万2,０００円は、本算定など

により保険料収入を増額するものです。 

  款３・繰入金、項１・一般会計繰入金で

ございますが、歳出で説明いたしましたシ

ステムの更新に係ります機器等の契約差金

及び保険基盤安定繰入金の確定に伴いまし

て、一般会計からの繰り入れを減額補正す

るものでございます。 

  ７ページをお開きください。 

  款４・繰越金９８３万5,０００円は、前

年度決算額の確定に伴います繰越金でござ

います。 

  説明は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１５「第６４号議案 平成２５年

度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予

算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第６４号議案、平成２５年度

豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算

（第２回）について説明をさせていただき

ます。 

  今回の補正は、人事異動に伴います職員

人件費の補正を行うものでございます。 

  お手元の補正予算書１ページをお開きく

ださい。 

  第１条として、既定の歳入歳出予算の総

額にそれぞれ６４万4,０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１７億8,１

３２万5,０００円とするものでございます。 

  歳出から説明をいたします。 

  補正予算書の６ページをお開きください。 

  款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の人件費を５３万4,０００

円増額し、また、７ページの款４・地域支

援事業費、項２・包括的支援事業等費、目

１・包括的支援事業等費の人件費を１１万

円増額する補正を行うものでございます。 

  また、歳入につきましては、５ページを

お開きください。 

  款７・繰入金、項１・一般会計繰入金で

すが、歳出で説明をいたしました人件費に

ついて、一般会計からそれぞれ目３・包括

的支援事業等費繰入金に１１万円、目４・

その他一般会計繰入金に５３万4,０００円

を繰り入れ、増額補正を行うものでござい

ます。 

  説明は以上です。よろしくお願いをいた

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１６「第６５号議案 平成２５年

度豊能町下水道事業特別会計補正予算の

件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 
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○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは、第６５号議案、平成２５年度

豊能町下水道事業特別会計補正予算（第１

回）につきまして御説明申し上げます。 

  予算書の１ページをお開きください。 

  第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に

それぞれ３６７万4,０００円を増額し、総

額をそれぞれ４億9,７１３万5,０００円と

定めるものでございます。 

  ２、３ページに、歳入歳出予算補正の款

項の区分及び当該区分ごとの金額を記載し

ております。 

  第２条で、地方債の追加は４ページの地

方債補正、追加でございますけども、起債

の目的を公共土木施設災害復旧事業債とし、

限度額を９０万円とするものでございます。 

  それでは、歳出より御説明申し上げます。 

  ９ページをお開き願います。 

  款１・下水道費、項１・下水道管理費、

目２・下水道維持管理費で１６万円を増額

するものでございます。これは、共済費の

率及び扶養手当の金額の増額によるもので

ございます。 

  款１・下水道費、項２・下水道整備費、

目１・下水道整備費で３５１万4,０００円

を増額するものでございます。主なものは、

本年９月１５日から１６日にかけ、台風１

８号の影響を受け、寺田宮ノ下２５番地先

に設置しております下水道マンホールポン

プ制御盤がのり面崩落に伴い被災したため

復旧するものでございます。 

  続きまして、７ページに戻っていただき

まして、歳入の御説明を申し上げます。 

  款３・国庫支出金、項２・国庫負担金、

目１・下水道費国庫負担金で１９６万2,０

００円を増額するものでございます。これ

は、先ほど歳出で御説明いたしました下水

道マンホールポンプ制御盤復旧の公共土木

施設災害復旧事業費国庫負担金でございま

す。 

  款５・繰入金、項１・一般会計繰入金、

目１・一般会計繰入金で１９万円を増額す

るものでございます。これは、歳出で御説

明いたしました共済費の率及び扶養手当の

分でございます。 

  ８ページをお開き願います。 

  項２・基金繰入金、目１・下水道建設基

金繰入金の６２万2,０００円と、款８・町

債、項１・町債、目１・下水道債９０万円

の増額は、下水道マンホールポンプ制御盤

復旧をするためのものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議賜りまして御決定いただきますよう、お

願い申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、１２月３日午前９時３０分より

会議を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後１時４４分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

会期の決定について 

第 ８号報告 専決処分の報告の件（和解及び損害賠償額の決定） 

第５３号議案 豊能町附属機関に関する条例制定の件 

第５４号議案 豊能町暴力団排除条例制定の件 

第５５号議案 豊能町子ども・子育て審議会条例制定の件 

第５６号議案 豊能町報酬及び費用弁償条例改正の件 

第５７号議案 豊能町災害弔慰金の支給等に関する条例改正の件 

第５８号議案 豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例等改正の件 

第５９号議案 豊能町立自転車駐車場条例等改正の件 

第６０号議案 指定管理者の指定について 

第６１号議案 豊能町農地及び農業用施設災害復旧事業の施行について 

第６２号議案 平成２５年度豊能町一般会計補正予算の件 

第６３号議案 平成２５年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算の件 

第６４号議案 平成２５年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第６５号議案 平成２５年度豊能町下水道事業特別会計補正予算の件 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ５番 

 

        同    ６番 

 

 


